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平成１５年（ワ）第２１８４６号 損害 賠償 等 請求 事件
へいせい ねん だい ごう そんがいばいしょうとうせいきゅう じけん

原 告 佐藤瀧三郎 外１名
げんこく さとうたきさぶろう ほか めい

被 告 社会福祉法人 東京都 社会福祉事業団 外１名
ひこく しゃかいふくしほうじんとうきょうとしゃかいふくしじぎょうだん ほか めい

準 備 書 面 （１）
じゅんび しょめん

平成１５年 １２月 １８日
へいせい ねんじゅうにがつ にち

東京 地方裁判所民事第１４部合議ろＢ 係 御中
とうきょうちほうさいばんしょ みんじだい ぶ ごうぎ がかり おんちゅう

被告 社会福祉法人 東京都 社会福祉事業団
ひこく しゃかいふくしほうじんとうきょうとしゃかいふくしじぎょうだん

上記 訴訟代理人弁護士 多 久 島 耕 治
じょうきそしょうだいりにん べんごし たく しま こうじ

１ 本件事故当日 の事実経過
ほんけん じこ とうじつ じじつ けいか

（１）本件事故が発生した平成１５年 １月８日夕方以降の事実経過は下記のとおり
ほんけん じこ はっせい へいせい ねんいちがつようかゆうがたいこう じじつ けいか かき

である 甲１０、１１ 。( )
こう

記
き

１６時２０分 進 氏が、勤務室前に来て、 職員 に 食 缶を取りに行ってもいい
じ ふん すすむ し きんむしつまえ き しょくいん しょくかん と い

かと尋ねる。
たず

１６時４０分 進 氏が、 職 員に声をかけられ、 食 缶を取りに 厨房 に出かける。
じ ふん すすむ し しょくいん こえ しょくかん と ちゅうぼう で

１６時５５分 進 氏が、｢ただいまー｣と戻ってくる。｢外は寒かったよ。｣と
じ ふん すすむ し もど ほか さむ

いい、２階自室に入る。
かいじしつ はい

１７時３０分 進 氏が、 入浴 の準備を 整 え、ら自室から出てくる。｢○○さんも
じ ふん すすむ し にゅうよく じゅんび ととの じしつ で

う出た？○○さんは？」と浴室の様子を木村 職員 に聞く。そ
で よくしつ ようす きむらしょくいん き

れら 入所 者が既に浴室を出ていたため、 同職員 が 入浴 の声か
にゅうしょしゃ すで よくしつ で どうしょくいん にゅうよく こえ

けをすると、 進 氏は浴室に向かう。
すすむ し よくしつ む

１７時４５分 夜勤の田倉 職員 が２階 食堂 で 夕食 準備を始める。
じ ふん やきん たくらしょくいん かいしょくどう ゆうしょくじゅんび はじ
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１８時００分 田倉 職員 は、２階の 夕食 配膳後、木村 職員 と入れ替わり１階
じ ふん たくらしょくいん かい ゆうしょくはいぜん ご きむらしょくいん いれか かい

食堂 に移動する。
しょくどう いどう

１８時２５分 進 氏が 食堂 に来ないため、木村 職員 が浴室に探しに行くと、
じ ふん すすむ し しょくどう こ きむらしょくいん よくしつ さが い

同氏が浴槽にうつ伏せに浮いているのを 発見する。直ちに浴
し よくそう うつぶ う はっけん ただ よく

槽から引き上げる。
そう ひきあ

１８時２８分 木村 職員 が、１階にいた田倉 職員 に事故を知らせる。
じ ふん きむらしょくいん かい たくらしょくいん じこ し

１８時３０分 田倉 職員 が２階 浴室に駆けつけ 進 氏の 脈 を確認したが、 脈 が
じ ふん たくらしょくいん かいよくしつ か すすむ し みゃく かくにん みゃく

取れないので、以後５分間心肺蘇生を 試 みる。
と いご ふんかんしんぱいそせい こころ

１８時３２分 遅番の早川 職員 が現場に駆けつけ、田倉 職員 とともに心肺蘇
じ ふん おそばん はやかわしょくいん げんば か たくらしょくいん しんぱい そ

生を 行 う。木村 職員 が 救急 隊と保健棟看護師に連絡する。
せい おこな きむらしょくいん きゅうきゅうたい ほけんとうかんご し れんらく

１８時３３分 夜勤の岩間看護師が 現職 に駆けつける。
じ ふん やきん いわま かんご し げんしょく か

１８時３５分 岩間看護師が田倉 職員 に代わり、以後４分間心臓 マッサージ
じ ふん いわま かんご し たくらしょくいん か いご ふんかんしんぞう

を 試 みるが、意識、 脈 ともに戻らず。
こころ いしき みゃく もど

１８時３９分 救急 隊が 到着 し、浴室及び 救急車 内で蘇生措置を 行 う。
じ ふん きゅうきゅうたい とうちゃく よくしつおよ きゅうきゅうしゃない そせい そち おこな

１８時５５分 職員 が 園長 に連絡をする。
じ ふん しょくいん えんちょう れんらく

１９時００分 １８時５０分から連絡していた父親（原告佐藤瀧三郎氏 に)
じ ふん じ ふん れんらく ちちおや げんこくさとうたきさぶろう し

連絡が取れ、 状況 を報告する。
れんらく と じょうきょう ほうこく

１９時０３分 救急車 が 進 氏を乗せ花輪 病院 に向かう。木村 職員 が 同乗 す
じ ふん きゅうきゅうしゃ すすむ し の はなわ びょういん む きむら しょくいん どうじょう

る。

１９時０５分 父親に、搬送先が花輪 病院 であることを連絡する。父親は、
じ ふん ちちおや はんそうさき はなわびょういん れんらく ちちおや

同 病院 に向かうと返事する。
どうびょういん む へんじ

１９時１０分 救急車 が花輪 病院 に 到着 する。
じ ふん きゅうきゅうしゃ はなわびょういん とうちゃく

１９時２０分 進 氏の死亡が確認される。
じ ふん すすむ し しぼう かくにん

１９時２７分 同行した木村 職員 から園に、 進 氏の死亡が確認された旨の連
じ ふん どうこう きむらしょくいん えん すすむ し しぼう かくにん むね れん

絡が入る。
らく はい

１９時３０分 園の中島 成人 課長が日野警察に連絡をする。
じ ふん えん なかじませいじんかちょう ひの けいさつ れんらく
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１９時５０分 園の板山援護 係長 が花輪 病院 に向かう。
じ ふん えん いたやま えんごかかりちょう はなわびょういん む

１９時５５分 日野警察が花輪 病院 に 到着 し、木村 職員 から、 入浴 開始時間、
じ ふん ひの けいさつ はなわびょういん とうちゃく きむらしょくいん にゅうよくかいし じかん

発見者、発見時の 状況 等の 聴取 を始める。
はっけんしゃ はっけん じ じょうきょうとう ちょうしゅ はじ

２０時０５分 日野警察の飯田氏、野田氏が園に 到着 し、現場確認及び事情
じ ふん ひの けいさつ いいだ し のだ し えん とうちゃく げんばかくにんおよ じじょう

聴取 を始める。渡辺 園長 、中島成人課長 、田倉 職員 が対応。
ちょうしゅ はじ わたなべえんちょう なかじませいじんかちょう たくら しょくいん たいおう

２０時３０分 園での現場確認、事情 聴取 が 終了 する。
じ ふん えん げんばかくにん じじょうちょうしゅ しゅうりょう

２０時３５分 進 氏の 両親 原告ら が花輪 病院 に 到着 板山 係長 木村 職（ ） 。 、
じ ふん すすむ し りょうしん げんこく はなわびょういん とうちゃく いたやまかかりちょう きむらしょく

員が出迎え、 状況 説明をする。
でむか じょうきょうせつめい

２０時４０分 監察医が 到着 して死体を検案する。
じ ふん かんさつ い とうちゃく したい けんあん

２１時００分 園長 、中島 課長が花輪 病院 に 到着 し 両親 に挨拶をする。
じ ふん えんちょう なかじまかちょう はなわびょういん とうちゃく りょうしん あいさつ

２１時４０分 進 氏の遺体が日野警察に搬送される。
じ ふん すすむ し いたい ひの けいさつ はんそう

２２時１０分 遺体が 両親 とともに警察から自宅に向かう。 園長 以下 職員 が
じ ふん いたい りょうしん けいさつ じたく む えんちょう いか しょくいん

見送る。
みおく

なお、 両親 が花輪 病院 に 到着 した時刻については後日の調査で、(
りょうしん はなわびょういん とうちゃく じこく ごじつ ちょうさ

甲１０の記載時刻 ２０時３７分 より数分 早かったことが判明。( )
こう きさい じこく じ ふん すうふんはや はんめい

（２）以上の事実経過は、 入浴 開始時期をはじめ、原告らが訴状４ 頁 以下で 主張
いじょう じじつ けいか にゅうよくかいし じき げんこく そじょう ぺーじ いか しゅちょう

する事実経過とは一部異なる。
じじつ けいか いちぶこと

しかし、原告らの 主張 する事実経過は、事故後４４日も経過した後に、原
げんこく しゅちょう じじつ けいか じこ ご にち けいか ご

告ら代理人が原告らから 聴取 した内容に基づくものと 考 えられるところ 甲(
だいりにん げんこく ちょうしゅ ないよう もと かんが こう

９ 、事故当日、関係 職員 らへの 聴取 を基に作成された事故報告書（甲１０））
じこ とうじつ かんけいしょくいん ちょうしゅ もと さくせい じこ ほうこくしょ こう

の正確性とは比較すべくもない。なお、原告らが、特に 入浴 開始時刻につい
せいかくせい ひかく げんこく とく にゅうよくかいし じこく

て、 進 氏が 食 缶を取りに行きたいと申し出た時刻と取り違えていると思われ
すすむ し しょくかん と い もうしで じこく とりちが おも

ることは、既に答弁書で述べたとおりである。
すで とうべんしょ の

（３）よって、真実の事実経過は、上記のとおりであったと 考 えられる。
しんじつ じじつ けいか じょうき かんが

２ その余の被告事業団の反論は、本日付の文書送付 嘱託 の結果も踏まえて、次
よ ひこくじぎょうだん はんろん ほんじつつき ぶんしょそうふしょくたく けっか ふ じ

回期日に 提出 する。 以上
かいきじつ ていしゅつ いじょう


